
総 税 企 第 1 7 9 号

平成15年11月11日

各道府県 道府県税所管部長・ 市町村税所管部長

殿

東 京 都 総 務 ・ 主 税 局 長

総務省自治税務局長

法定外普通税又は法定外目的税の新設又は変更に対する

同意に係る 処理基準及び留意事項等について

こ のたび、 総務大臣が法定外普通税又は法定外目的税（ 以下「 法定外税」 と い

う 。） の新設又は変更について同意する 際の処理基準、 標準処理期間及び協議の申出

に係る 手続、 並びに法定外税の検討に際し 、 留意する こ と が望まし いと 考えら れる 事

項について、 別添のと おり 取り ま と めまし たので通知し ます。

各都道府県においては、 地方分権推進の一環と し て、 課税自主権の尊重、 住民の受

益と 負担の関係の明確化、 課税の選択の幅の拡大などの観点から 法定外税制度が改正

さ れた趣旨を踏まえ、 法定外税についての検討に当たっては、 本通知の内容を適宜参

考と さ れる よ う お願いし ます。

また、 貴都道府県内市町村に対し ても こ の旨周知さ れる よ う お願いし ます。

なお、「 法定外普通税又は法定外目的税の新設又は変更に対する 同意に係る 処理基

準及び留意事項等について（ 平成14年５ 月７ 日付け総税企第95号）」 は廃止し ます。



（ 別添）

法定外税の新設又は変更に対する 同意

に係る 処理基準及び留意事項等

第１ ． 法定外税の新設又は変更に対する同意に係る 処理基準

１ ． 処理の基本的事項

総務大臣は、 以下に掲げる 事由のいずれかがある と 認める 場合を除き 、 こ れに同

意する も のと する 。

( 1) 国税又は他の地方税と 課税標準を同じ く し 、 かつ、 住民の負担が著し く 過重と

なる こ と 。

( 2) 地方団体間における 物の流通に重大な障害を与えるこ と 。

( 3) ( 1) 及び( 2) に掲げる も のを除く ほか、 国の経済施策に照ら し て適当でないこ と 。

２ ． 基本的事項に係る 考慮すべき 事項等

( 1) から ( 3) までの事由については、 それぞれ次のこ と に留意する も のと する 。

( 1) 「 国税又は他の地方税と 課税標準を同じ く し 、 かつ、 住民の負担が著し く 過重

と なる こ と 」 については、「 国税又は他の地方税と 課税標準を同じ く し 」 と は、

実質的に見て国税又は他の地方税と 課税標準が同じ である 場合を含むも のであり 、

「 住民の負担が著し く 過重と なる こ と 」 と は、 住民（ 納税者） の担税力、 住民

（ 納税者） の受益の程度、 課税を行う 期間等から 判断し て明ら かに、 住民の負担

が著し く 過重と なる と 認めら れる こ と をいう も のである 。

( 2) 「 地方団体間における 物の流通に重大な障害を与える こ と 」 と は、 課税の目

的、 内容及び方法、 流通の状況、 流通価格に与える 影響等から 判断し て、 当該

法定外税が内国関税的なも のである など 、 地方団体間における 物の流通に重大

な障害を与える と 認めら れる こ と をいう も のである 。

( 3) 「 国の経済施策に照ら し て適当でないこ と 」 については、「 国の経済施策」 と

は、 経済活動に関し て国の各省庁が行う 施策（ 財政施策及び租税施策を含む。）

のう ち、 特に重要な、 又は強力に推進を必要と する も のをいい、「 国の経済施策

に照ら し て適当でないこ と 」 と は、 課税の目的、 内容及び方法、 住民（ 納税者）

の担税力、 住民（ 納税者） の受益の程度、 課税を行う 期間、 税収入見込額、 特

定の者によ って惹起さ れる 特別な財政需要に要する 費用のために負担を求める

税については当該税収を必要と する 特別な財政需要の有無等の諸般の事情から

判断し て、 国の経済施策に照ら し て適当でないと 認めら れる こ と をいう も ので

ある 。



第２ ． 法定外税の「 新設」

地方団体の新設合併によ り 消滅し た地方団体の全てが課税客体、 課税標準、 税率

等を同じ く する 同種の法定外税を課税し ていた場合において、 当該新設合併によ り

新設さ れた地方団体が当該同種の法定外税を課税する ために行う 条例の制定につい

ては、 課税の実態が従前と 同一であり 、 地方税法第259条第１ 項、 第669条第１ 項及

び第731条第２ 項の規定に基づき 総務大臣への協議・ 同意が必要と なる 法定外税の

「 新設」 には当たら ないも のである 。

第３ ． 標準処理期間

法定外税の新設又は変更に対する 同意に係る 標準処理期間は、 おおむね３ 月と す

る 。

第４ ． 協議の申出に係る手続

都道府県及び市町村が法定外税の新設又は変更に関する 協議の申出をし よ う と す

る と き は、 協議書（ 別記第１ 号様式） 正副２ 通に、 次の書類を各一部ずつ添付の上、

総務大臣に提出する も のと する 。

( 1) 理由書

( 2) 新設法定外普通税（ 法定外目的税） 総括表（ 別記第２ 号様式） 又は変更法定外

普通税（ 法定外目的税） 総括表（ 別記第３ 号様式）

( 3) 関係条例の謄本

( 4) 法定外普通税（ 法定外目的税） 収入見込額調（ 別記第４ 号様式）

( 5) 地方税法第259条第２ 項、 第669条第２ 項及び第731条第３ 項に規定する 特定納

税義務者（ 第５ ． ２ ． ( 4) において「 特定納税義務者」 と いう 。） がある 場合には、

都道府県又は市町村の議会において聴取し た当該特定納税義務者の意見を記載し

た資料

( 6) その他参考と なるべき 調書



第５ ． 法定外税の検討に際し ての留意事項

１ ． 地方税法に定める 非課税規定（ 第262条、 第672条、 第733条の2） について

地方税法においては、 法定外税に係る 非課税の範囲が以下のと おり 定めら れてい

るので、 こ れら と の関係に十分留意する も のと する 。

( 1) 当該地方公共団体外に所在する 土地、 家屋、 物件及びこ れら から 生ずる 収入

( 2) 当該地方公共団体外に所在する 事務所及び事業所において行われる 事業並びに

こ れら から 生ずる 収入

( 3) 公務上又は業務上の事由によ る 負傷又は疾病に基因し て受ける 給付で政令で定

める も の（ 労働基準法又は船員法の規定によ って給付を受ける 災害補償）

２ ． その他

法定外税については、 税に対する 信頼を 確保し 、 地方分権の推進に資する も のと

なる よ う 、 その創設に当たって、 税の意義を十分理解のう え、 慎重かつ十分な検討

が行われる こ と が重要であり 、 特に、 次のこ と に留意すべき である 。

( 1) 地方公共団体の長及び議会において、 法定外税の目的、 対象等から みて、 税

を手段と する こ と がふさ わしいも のであるか、 税以外によ り 適切な手段がないか

などについて十分な検討が行われる こ と が望まし いも のである こ と 。

( 2) 地方公共団体の長及び議会において、 その税収入を確保でき る 税源がある こ と 、

その税収入を必要と する 財政需要がある こ と 、 公平・ 中立・ 簡素などの税の原則

に反する も のでないこ と 等のほか、 徴収方法、 課税を行う 期間等について、 十分

な検討が行われる こ と が望まし いも のである こ と 。

( 3) 法定外税の課税を行う 期間については、 社会経済情勢の変化に伴う 国の経済

施策の変更の可能性等にかんがみ、 税源の状況、 財政需要、 住民（ 納税者） の

負担等を勘案し て、 原則と し て一定の課税を行う 期間を定める こ と が適当であ

る こ と 。

( 4) 法定外税の創設に係る 手続の適正さ を確保する こ と に十分留意し 、 納税者を

含む関係者への十分な事前説明を行う こ と が必要である こ と 。 特に、 特定かつ

少数の納税者に対し て課税を行う 場合には、 納税者の理解を得る よ う 努める こ

と が必要である こ と 。 なお、 地方税法第259条第２ 項、 第669条第２ 項及び第731

条第３ 項の規定によ り 、 都道府県又は市町村の議会において特定納税義務者か

ら 意見聴取を行う 場合には、 別途通知し た「 法定外普通税又は法定外目的税の

新設又は変更に係る 特定納税義務者に対する 意見聴取について」（ 平成16年５

月19日総税企第73号） を踏まえて意見聴取を実施する こ と 。



第１号様式 

 

法定外普通税（法定外目的税）新設（変更）協議書 

                                                            

                         地方団体名 

 

 

税目          

   上記税目の新設（変更）について、地方税法第   条の規定に基づき、下記関係

書類を添付の上協議する。 

 

記 

 

                       １ 理由書 

              ２ 法定外普通税（法定外目的税）総括表 

              ３ 関係賦課徴収条例の謄本 

            ４  

            ５  

                   

                   

 

 

                                   令和 年 月 日 

                                                   当該地方団体の長  印 

 

  総務大臣       殿 



第２号様式 

 

新設法定外普通税（法定外目的税）総括表 

 

 

課 税 団 体 名 

 

 

 

(イ) 
  税     目 

 
 

(ロ) 
  徴 収 方 法 

 
 

(ハ) 
  課 税 客 体 

 
 

(ニ) 
  税 収 の 使 途 

 
 

(ホ)    
  課 税 標 準 

 
 

(ヘ) 
  納 税 義 務 者 

 
 

(ト) 
  税     率 

 
 

(チ) 
  収 入 見 込 額 

 
（初年度） 

 
（平年度） 

(リ) 
  非 課 税 事 項 

 
 

(ヌ) 
  徴税費用見込額 

 
 

(ル) 
  課税を行う期間 

 
 

(ヲ) 
  その他必要事項 

 
 

 （記載上の注意） 
  １ (ロ)の欄は、普通徴収、特別徴収、証紙徴収等その方法を記載すること。 
   ２ (ニ)の欄は、法定外目的税を新設する団体のみ記載すること。この場合、使途

の明細及び積算根拠を別紙として添付すること。 
  ３ 税率、収入見込額及び徴税費用見込額については、その積算根拠を別紙として

添付すること。 
  ４ 記載しきれないものは、別紙としても差し支えないこと。 



第３号様式 

 

変更法定外普通税（法定外目的税）総括表 

 

課 税 団 体 名 
 

 

区    分 変    更    前 変    更    後 
(イ) 
  税     目 

 
 

 

(ロ) 
  徴 収 方 法 

  

(ハ) 
  課 税 客 体 

  

(ニ) 
  税 収 の 使 途 

  

(ホ)    
  課 税 標 準 

  

(ヘ) 
  納 税 義 務 者 

  

(ト) 
  税     率 

  

(チ) 
  収 入 見 込 額 

  

(リ) 
  非 課 税 事 項 

  

(ヌ) 
  徴税費用見込額 

  

(ル) 
  課税を行う期間 

  

(ヲ) 
  その他必要事項 

  

 （記載上の注意） 
  １ (ロ)の欄は、普通徴収、特別徴収、証紙徴収等その方法を記載すること。 
   ２ (ニ)の欄は、法定外目的税を変更する団体のみ記載すること。この場合、使途

の明細及び積算根拠を別紙として添付すること。 
  ３ 変更後の税率、収入見込額及び徴税費用見込額については、その積算根拠を別

紙として添付すること。 
  ４ 記載しきれないものは、別紙としても差し支えないこと。 
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